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仕  様  書 

１ 総 則 

  本仕様書は、板妻駐屯地業務隊糧食班で調達する内地米（精米）について規定す  

る。 

２ 品 目：内地米（精米） 

３ 規 格 等 

  令和３年産、こしひかり、ひとめぼれ、あきたこまち、１等。 

４ とう精作業 

（１）とう精率８７～９２％とし、自主流通米であること。 

（２）とう精作業の際に、官側の立会を拒否したり、妨害及び駐屯地に納入される米  

と明らかに別の米の精米をする場合は、受領検査不合格とみなす。 

（３）とう精作業の際に官側が立会いを求めた場合には、応ずるものとする。 

（４）玄米の表示の根拠及び表示内容 

  別紙第１のとおり 

（５）とう精終了後、全ての精米の現物を確認して、官側で封印を行うこと。 

５ 玄米、精米ともに室内の清潔な場所で保管してあること。 

６ 納品書添付書類 

（１）品質証明書 

契約相手方が玄米をどこから調達したかを証明するもので「産地」、「年産」、  

「銘柄」、「引取期限」を明記したもの。 

（２）玄米仕入先（玄米仕入伝票）の確認 

ア 契約相手方が玄米を購入した時の集荷業者等の仕入先が発行するもの。 

イ 確認をする項目 

   「産地」、「年産」、「銘柄」、「荷姿、１袋あたりの数量、総数」、「送り  

    先（契約する精米納入業者名）」、「送り主（契約業者の仕入れ元）業者名」  

ウ とう精台帳のコピー 

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第４８条」に規定する契約相手  

方が作成、管理を義務付けられているとう精台帳のうち、当該駐屯地に納入  

された玄米の精米状況のわかる部分。 

エ 上記種類を納入時に納品書に添付しない場合は、受領検査不合格とする。 

７ ＪＡＳ法に基づく名称等の表示 

（１）納入される精米１袋ずつＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質の適正化に  

関する法律）に基づく「名称」、「原料精米（産地、品種、産年及び使用割  

合）」、「内容量」、「精米年月日」、「販売者（氏名または名称、住所及  

び電話番号）」を記入すること。 

（２）根拠及び表示の一例 

   別紙第２のとおり。 

８ 受領検査の実施 



（１）精米の受領時の開封による精米の虫等の混入または、粉状質粒、着色米、 

被害米（以下異物の混入量という。）が規定する量以上であった場合、受領  

検査不合格とする。異物混入量については別紙第３のとおり。 

９ 納品時間 

  ０８００基準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


